
議

会

議

案

第

一

号

石

川

県

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

推

進

条

例

（

案

）

（

目

的

）

第

一

条

こ
の
条
例
は
、
歯
科
口

腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
五
号)

の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
並
び
に
県
及
び
県

民

等

の

責

務

又

は

役

割

を

明

ら

か

く

う

に

す

る

と

と

も

に

、

県

が

行

う

べ

き

基

本

的

施

策

を

定

め

、

歯
と
口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

し

、

も
っ
て
県
民
の
生
涯
に
わ
た
る
健
康
の
保
持
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（

基

本

理

念

）

第

二

条

歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
の

推

進

に

関

す

る

施

策

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

基

本

と

し

て

行

わ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

県

民

が

、
生

涯

に

わ

た

っ

て

日

常

生

活

に

お

い

て

歯

科

疾

患

の

予

防

に

向

け

た

取

組

を

行

う

と

と

も

に

、

歯

科

疾

患

を

早

期

に

発

見

し

、

早

期

に

治

療

を

受

け

る

こ

と

を

促

進

す

る

こ

と

。

二

乳

幼

児

期

か

ら

高

齢

期

ま

で

の

そ

れ

ぞ

れ

の

時

期

に

お

い

て

、

適

切

か

つ

効

果

的

な

歯

科

検

診

及

び

歯

科

保

健

指

導

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

環

境

の

整

備

を

推

進

す

る

こ

と

。

三

保

健

、

医

療

、

福

祉

、

労

働

衛

生

、

教

育

そ

の

他

の

関

連

す

る

分

野

の

施

策

と

の

連

携

を

図

り

つ

つ

、

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

を

推

進

す

る

こ

と

。

（

県

の

責

務

）

第

三

条

県

は

、

前

条

に

定

め

る

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

責

務

を

有

す

る

。

（

市

町

等

と

の

連

携

等

）

第

四

条

県

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

施

策

の

実

施

に

当

た

っ

て

は

、

歯

科

検

診

及

び

歯

科

保

健

指

導

を

行

っ

て

い

る

市

町

及

び

関

係

団

体

と

の

連

携

及

び

協

力

を

行

う

も

の

と

す

る

。



２

県

は

、

市

町

が

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

を

推

進

す

る

と

き

は

、

そ

の

求

め

に

応

じ

、

情

報

の

提

供

又

は

専

門

的

若

し

く

は

技

術

的

な

助

言

を

行

う

も

の

と

す

る

。

（

県

民

の

役

割

）

第

五

条

県

民

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

正

し

い

知

識

を

持

ち

、

生

涯

に

わ

た

っ

て

日

常

生

活

に

お

い

て

自

ら

歯

科

疾

患

の

予

防

に

向

け

た

取

組

を

行

う

と

と

も

に

、

定

期

的

に

歯

科

検

診

を

受

け

、

及

び

必

要

に

応

じ

て

歯

科

保

健

指

導

を

受

け

る

こ

と

に

よ

り

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

努

め

る

も

の

と

す

る

。

２

父

母

そ

の

他

の

保

護

者

は

、

家

庭

に

お

い

て

、

子

ど

も

の

歯

科

疾

患

の

予

防

、

適

切

な

食

習

慣

の

定

着

そ

の

他

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

取

り

組

む

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

歯

科

医

師

等

の

役

割

）

第

六

条

歯

科

医

師

等

（

歯

科

医

師

、

歯

科

衛

生

士

、

歯

科

技

工

士

そ

の

他

歯

科

医

療

又

は

歯

科

保

健

指

導

に

係

る

業

務

に

従

事

す

る

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。
）

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

資

す

る

よ

う

適

切

に

そ

の

業

務

を

行

う

と

と

も

に

、

県

及

び

市

町

が

実

施

す

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

保

健

医

療

等

関

係

者

の

役

割

）

第

七

条

保

健

医

療

等

関

係

者

（

保

健

、

医

療

、

福

祉

、

労

働

衛

生

、

教

育

そ

の

他

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

連

す

る

業

務

に

携

わ

る

者

で

あ

っ

て

歯

科

医

師

等

を

除

い

た

も

の

を

い

う

。
）

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の

業

務

に

お

い

て

、

県

民

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

を

推

進

す

る

よ

う

努

め

る

と

と

も

に

、

県

及

び

市

町

が

実

施

す

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

施

策

に

協

力

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

事

業

者

及

び

医

療

保

険

者

の

役

割

）

第

八

条

事

業

者

は

、

県

及

び

市

町

が

実

施

す

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

施

策

に

協

力

す

る

と

と

も

に

、

当

該

事

業

者

の

事

業

所

に

お

い

て

雇

用

す

る

従

業

員

の

歯

科

検

診

の

機

会

の

確

保

そ

の

他

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

取

組

を

推

進

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。



２

医

療

保

険

者

（

介

護

保

険

法(

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号)

第

七

条

第

七

項

に

規

定

す

る

医

療

保

険

者

を

い

う

。
）

は

、

県

及

び

市

町

が

実

施

す

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

施

策

に

協

力

す

る

と

と

も

に

、

医

療

保

険

加

入

者

（

同

条

第

八

項

に

規

定

す

る

医

療

保

険

加

入

者

を

い

う

。
）

の

歯

科

検

診

の

機

会

の

確

保

そ

の

他

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

取

組

を

推

進

す

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

（

基

本

的

施

策

）

第

九

条

県

は

、

県

民

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

を

推

進

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

基

本

的

施

策

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。

一

県

民

が

生

涯

に

わ

た

り

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

取

り

組

む

た

め

の

情

報

提

供

及

び

普

及

啓

発

二

県

民

が

定

期

的

に

歯

科

検

診

を

受

け

る

こ

と

及

び

必

要

に

応

じ

て

歯

科

保

健

指

導

を

受

け

る

こ

と

を

促

進

す

る

た

め

に

必

要

な

施

策

三

乳

幼

児

期

か

ら

高

齢

期

ま

で

の

そ

れ

ぞ

れ

の

時

期

に

応

じ

た

歯

科

疾

患

の

予

防

及

び

口

腔

機

能

の

維

持

向

上

に

関

す

る

施

策

四

障

害

者

、

要

介

護

者

等

が

、

定

期

的

に

歯

科

検

診

を

受

け

る

こ

と

及

び

必

要

に

応

じ

て

歯

科

保

健

指

導

を

受

け

る

こ

と

並

び

に

歯

科

医

療

を

受

け

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

た

め

に

必

要

な

施

策

五

歯

科

医

師

と

医

師

の

連

携

に

基

づ

く

糖

尿

病

そ

の

他

の

生

活

習

慣

病

の

予

防

及

び

改

善

に

関

す

る

施

策

六

災

害

に

備

え

た

歯

科

保

健

医

療

体

制

の

整

備

に

関

す

る

施

策

七

災

害

発

生

時

に

お

け

る

口

腔

の

衛

生

の

確

保

等

に

よ

る

二

次

的

な

健

康

被

害

の

予

防

等

に

関

す

る

平

常

時

か

ら

の

普

及

啓

発

八

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

係

る

業

務

に

携

わ

る

者

の

人

材

確

保

及

び

資

質

の

向

上

に

関

す

る

施

策

九

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

し

必

要

な

施

策

（

実

態

調

査

）

第

十

条

県

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

の

総

合

的

か

つ

計

画

的

な

推

進

を

図

る

た

め

、

お

お

む

ね



五

年

ご

と

に

、

県

民

の

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

実

態

に

つ

い

て

調

査

を

行

う

も

の

と

す

る

。

（

基

本

計

画

）

第

十

一

条

知

事

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

基

本

的

な

計

画(

以

下

「

基

本

計

画

」

と

い

う

。)

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

基

本

計

画

に

は

、

次

に

掲

げ

る

事

項

に

つ

い

て

定

め

る

も

の

と

す

る

。

一

県

民

の

生

涯

に

わ

た

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

基

本

的

な

方

針

及

び

目

標

二

前

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

県

民

の

生

涯

に

わ

た

る

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

３

知

事

は

、

基

本

計

画

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

県

民

の

意

見

を

反

映

す

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

４

知

事

は

、

基

本

計

画

を

定

め

た

と

き

は

、

こ

れ

を

公

表

す

る

も

の

と

す

る

。

５

前

二

項

の

規

定

は

、

基

本

計

画

の

変

更

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

（

財

政

上

の

措

置

）

第

十

二

条

県

は

、

歯

と

口

腔

の

健

康

づ

く

り

の

推

進

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

た

め

に

必

要

な

財

政

上

の

措

置

を

講

ず

る

よ

う

努

め

る

も

の

と

す

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。



議会議案第２号

身体障害者・児の補装具費支給制度の充実を求める意見書

補装具は、身体障害者・児の失われた身体機能を補完・代替し、身体障害者

の職業その他日常生活の維持向上を図ることを目的として、また、身体障害児

については、将来社会人として自立生活するための素地を育成助長することを

目的として使用されており、障害者福祉において非常に重要な役割を果たして

きている。

また、昭和56年の国際障害者年を起点とした障害者団体の強い要請を受けて、

平成５年10月、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」（福祉用具

法）が施行されたことにより、福祉用具の「研究開発」が促進され、新たな製

品や技術が開発されてきている。

補装具を購入する際の「補装具費支給制度」において、そうした新たな製品

や技術が反映されてきているが、現状の支給対象及び支給額の設定などを改善

し、更にタイムリーに利用できるサービスが求められている。

よって、国におかれては、補装具の研究開発の成果をより適時適切に生かす

ことのできる制度に向けて、「補装具費支給制度」の充実を図られるよう強く

要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月20日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣 あて

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会



議会議案第３号

公務員獣医師の処遇改善を求める意見書

今日、鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人と動物の共通感染症や口

蹄疫などの伝染病が世界各地で発生し、その流行制御や食品の安全性確保を求

める国民の声が格段の高まりを見せている。

このような中、家畜衛生、公衆衛生等の現場において、水際の防疫措置や食

品衛生業務の中核を担う公務員獣医師の業務も、ますます高い専門能力と判断

力が要求され、困難性を増している。

しかしながら、現在、これらの業務に従事する地方公務員獣医師の給料や地

位に関して、職位にふさわしい処遇とは言いがたい現状にある。そして、この

ことが、全国的に公務員獣医師が採用困難職種となっている大きな要因である

と考えられる。

よって、国におかれては、公務員獣医師がより一層責任と誇りを持って職務

に専念できるよう、下記の措置を確実に実施するよう強く要望する。

記

１ 都道府県等の公務員獣医師の人材確保を推進するため、国が率先して国家

公務員獣医師の処遇改善に対する予算措置を講ずること。

２ 都道府県等が、独自に地方公務員獣医師の処遇改善に取り組むときは、地

方自治の趣旨に則り、これを尊重すること。

３ 動物医療提供体制を整備するため、「動物看護士」の専門職としての位置

づけを行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月20日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣

財 務 大 臣 あて

厚 生 労 働 大 臣

農 林 水 産 大 臣

人 事 院 総 裁

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会



議会議案第４号

鳥獣の捕獲促進体制強化の速やかな実施を求める意見書

シカ、イノシシ等による自然生態系への影響及び農林水産業被害が深刻化す

る中、狩猟者の減少・高齢化等により鳥獣捕獲の担い手が減少している。

鳥獣の捕獲等の一層の促進と捕獲等の担い手の育成が必要との観点から、政

府は今国会において、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を改正し、

法律の目的に鳥獣の「保護」だけでなく「管理」の定義を規定するとともに、

「保護」と「管理」の施策体系の整理、指定管理鳥獣に定められた鳥獣の集中

的かつ広域的に管理を図る事業の創設、一定の条件下での夜間銃猟を可能にす

る規制緩和、認定鳥獣捕獲等事業者制度の創設など、制度の抜本的な改正が行

われた。

よって、国におかれては、法改正によって今後鳥獣の捕獲体制が強化される

ことになるが、施行に当たっては、下記の事項について十分に留意して実施さ

れるよう強く要望する。

記

１ 都道府県を越えて生息する鳥獣の保護・管理については、国が主導してよ

り効果的な広域対応を行うための仕組みを検討すること。

２ 市町村への鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充させるほか、新設さ

れる指定管理鳥獣捕獲等事業が十分活用されるよう、実施計画を作成した都

道府県に対し、財政支援を行うこと。

３ 捕獲された鳥獣を可能な限り食肉等として活用するため、衛生管理の徹底

による安全性の確保や販売経路の確立、消費拡大への支援などを推進するこ

と。

４ 本法では適用除外とされている海獣についても、適切な保護及び管理が図

られていないような場合には、速やかに生息情報の収集を図り、除外対象種

の見直しなどを行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月20日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣
あて

財 務 大 臣

農 林 水 産 大 臣

環 境 大 臣

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会



議会議案第５号

中小企業の事業環境の改善を求める意見書

本年の春闘の大手企業からの回答では、15年ぶりに全体の賃上げ率が２％台

となったが、景気全体を支え、地域経済を支える中小企業や非正規社員を取り

巻く事業環境は依然厳しいといえる。さらに、消費税８％引き上げに伴う駆け

込み需要の反動減も今後予想され、対応策を講じなければならない。

国際通貨基金（ＩＭＦ）は本年３月、日本経済の成長に賃金上昇が不可欠だ

とする研究報告書を発表し、中小企業や非正規労働者などの賃上げを「アベノ

ミクス」の課題として挙げている。実質的には、企業の収益力次第で賃上げの

可否が左右されてしまうため、政府が掲げる「経済の好循環」を実効的なもの

にするためには、中小企業の収益力向上に繋がる事業環境の改善が求められる。

また、中小企業のうち87％を占める小規模事業者が全国で334万者あり、有

能な技術力がありながら人材確保や資金繰りに苦しんでいる。事業の拡張に踏

み切れない小規模事業者の潜在力が発揮できるよう充実した成長・振興策も重

要である。

本年は、経済成長を持続的なものにするため、成長の原動力である中小企業

が消費税増税や原材料･燃料高などの厳しい環境を乗り切れるよう、切れ目な

い経済対策が必要である。

よって、国におかれては、地方の中小企業が好景気を実感するため、下記の

対策を講ずるよう強く要望する。

記

１ 中小企業の健全な賃上げ、収益性・生産性の向上に結び付くよう、経営基

盤の強化策及び資金繰り安定化策を図ること。

２ 「小規模企業振興基本法案」を軸に国･地方公共団体･事業者の各責務の下

で、円滑な連携と実効性が高まる制度設計を図ること。

３ 中小企業・小規模事業者においても重要な非正規労働者の正規雇用化を促

すよう、キャリアアップ助成金などの正規雇用化策を更に周知するなど、従

業員の処遇改善を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月20日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣
あて

財 務 大 臣

経 済 産 業 大 臣

内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会



議会議案第６号

地域包括ケアシステム構築のため地域の実情に

応じた支援を求める意見書

現在、本年度の診療報酬改定や国会における「地域における医療及び介護の

総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」の議論によ

り、改めて地域包括ケアシステムの構築がクローズアップされている。

全国の自治体では、平成27年度からの第６期介護保険事業計画の策定に向け

て、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる2025年の姿を展望しながら、増嵩す

る保険料などに苦慮しながら取り組みを行っている。

よって、国におかれては、社会保障・税一体改革の円滑な進行のために、本

年４月から引き上げられた消費税財源を的確に活用しながら、全国の自治体の

それぞれの実情に応じて、積極的な支援を図るよう、下記の事項について強く

要望する。

記

１ 医療・介護・福祉の良質な人材を確保するため国家戦略として抜本的な対

策を講ずること。特に介護人材については、2025年に向けて更に100万人の

マンパワーが必要とされており、次期介護報酬改定に向けて適切な対応を行

うこと。

また、外国人材の活用が議論されているが、現在の介護人材の社会的評価

に与える影響を十分考慮し、慎重な議論を行うこと。

２ 今回の診療報酬改定について、在宅訪問診療に係る改定が行われたが、市

区町村の現場において集合住宅などへの訪問診療が大きな影響を受けること

も想定されるため、改定の影響について実態調査を行い、適切な対応を行う

こと。

３ 地方自治法の改正により創設される連携協約制度などの活用のため、広域

行政上の取り組み事例の周知など、市区町村への適切な情報提供に努めるこ

と。

４ 社会保障・税一体改革の趣旨に添い、平成26年度に引き続き、消費税を財

源とする財政支援制度を拡充すること。

また、本年度の基金については趣旨に添い、適切な配分に留意すること。

５ 特養待機者52万人という数字が発表されたが、特養入所者の重点化に伴い、

自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産の要介護高齢者の地域にお

ける受け皿づくりについて、市区町村への支援を強化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成26年６月20日

衆 議 院 議 長

参 議 院 議 長

内 閣 総 理 大 臣

総 務 大 臣 あて

財 務 大 臣

厚 生 労 働 大 臣

内 閣 官 房 長 官

石 川 県 議 会




